
国際分類第１２－２０２５版対応の作成に当たり 

「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類は、世界知的所有

権機関（ＷＩＰＯ）で開催された第３４会期ニース国際分類専門家委員会（２０２４年４月）の決定に基づき、

第１２－２０２５版へ改訂されることが決定しました。 

この国際分類第１２－２０２５版に対応するため、商品及び役務の区分に属する商品又は役務が掲げられてい

る商標法施行規則別表について所要の改正を行う、商標法施行規則の一部を改正する省令が令和７年１月１日に

施行されます。（令和６年経済産業省令第８４号 令和６年１２月１３日公布）   

そこで、「類似商品・役務審査基準〔国際分類第１２－２０２５版〕」においては、商標法施行規則の一部改正

に対応した改訂を、また商取引の実情の変化等に対応すべく、一部の商品・役務について表示の明確化等を行い

ました。 

主な変更点は以下のとおりです。 

（１）国際分類及び省令別表の改正に即した改訂 

例）＜区分移行＞ 第４４類「介護」 → 第４５類 

（２）商取引の実情の変化への対応のための表示の明確化等 

例）＜削除＞ 第１９類「リノリウム製建築専用材料」 

本審査基準が、商品・役務に関する審査の円滑な運用に資することを望みます。 
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